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資源有効利用促進法（資源法）改正のポイント

経済産業省「第11回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会」資料を基に作成

① 再生資源の利用計画策定・定期報告（指定脱炭素化再生資源利用促進製品）
• 脱炭素化の促進のため、再生材の利用義務を課す製品を特定し、当該製品の製造事

業者等に対して、再生材の利用に関する計画の提出及び定期報告を求める。

② 環境配慮設計の促進（資源有効利用・脱炭素化促進設計指針）
• 資源有効利用・脱炭素化の促進の観点から、特に優れた環境配慮設計
（解体・分別しやすい設計、長寿命化につながる設計）の認定制度を創設。

• 認定製品はその旨の表示、リサイクル設備投資への金融支援など、
認定事業者に対する特例を措置。

③ ＧＸに必要な原材料等の再資源化の促進（指定再資源化製品）
• 高い回収目標等を掲げて認定を受けたメーカー等に対し廃棄物処理法の特例
（適正処理の遵守を前提として業許可不要）を講じ、回収・再資源化の
インセンティブを付与。

④ ＣＥ（サーキュラーエコノミー）コマースの促進
• シェアリング等のＣＥコマース事業者の類型を新たに位置づけ、当該事業者に対し
資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定。
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①再生資源の利用計画策定・定期報告（指定脱炭素化再生資源利用促進製品）

◼ 脱炭素化の促進のために利用することが特に必要な再生資源（脱炭素化再生資源）を原材料として利用する
ことが特に必要な製品（指定脱炭素化再生資源利用促進製品）を指定し、当該製品の生産量又は販売量が一
定以上の製造事業者等に対して、計画の作成（脱炭素化再生資源の利用目標等）及び定期の報告を求める。

◼ これにより再生資源の利用をモニタリングする仕組みを構築し、必要に応じて再生資源利用の改善を促して
いく。

経済産業省「第11回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会」資料を基に作成

【これまでの主な議論の方向性】

⚫ 脱炭素化、及び、海外依存度の高さから
安定的な供給が求められるとの観点からは、
プラスチック、ベースメタル（鉄、アルミ等）、
レアメタル（リチウム、コバルト等）が挙げら
れるが、市場任せでは再生資源が十分に
活用されないことへの該当性を踏まえて、ま
ずは再生プラスチックを指定してはどうか。

※ 他の資源についても将来的に検討する可能性あり

⚫プラスチックを多く消費する業種かどうか等の
指定要件及び国際的な動向を踏まえ、ま
ずは容器包装（食品（PETボトル以外）
や医薬品を除く）、家電４品目、自動車
を対象として検討してはどうか。

※ 今後WGを設置し、業界ヒアリングを実施する。
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②環境配慮設計の促進（資源有効利用・脱炭素化促進設計指針）

経済産業省「第11回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会」資料より抜粋
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③ＧＸに必要な原材料等の再資源化の促進（指定再資源化製品）

経済産業省「第11回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会」資料を基に作成
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④ＣＥ（サーキュラーエコノミー）コマースの促進

経済産業省「第11回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会」資料より抜粋
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資源有効利用促進法に係る今後のスケジュール

資源有効利用促進法の改正法案 成立

4月

改正施行規則 公布

改正資源有効利用促進法 施行

秋頃 改正施行令 公布

2026年
2月頃

2025年
5月

ワーキンググループ※で議論

経済産業省「第11回 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会」資料を基に作成

※ 環境大臣が主務大臣に含まれる②・③について中環審でもWGで検討
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